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「第４期岐阜県障がい者総合支援プラン（案）」からの主な変更点 

１ パブリック・コメントを踏まえた記載の修正 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリック・コメントに寄せられた意見を踏まえ、記載内容を修正した箇所は以下のとおり。 

 【第４章 分野別施策】  

Ⅳ 質の高い保健・医療提供体制の整備 

１ 障がいの原因となる疾病等の予防・早期発見・治療体制の充実 

（４）重度障がい・医療的ケア児者支援の充実 

 ｐ124 ご意見を踏まえた文言の修正  

今後の取組み① 

「医療的ケアが必要な障がい児者を介護する家族を支援するため、相談

対応や家族間ネットワークづくりを重症心身障がい在宅支援センターみ

らいにおいて行うほか、保護者のレスパイトに役立つ短期入所事業所等

の増加を図ります。」 

 

２ 関係機関等の意見を踏まえた修正 

県庁各課、各種会議等の意見を踏まえ、内容を修正した主な箇所は以下のとおり。 

 【第１章 計画の策定にあたって】 

５ 計画の推進  

（１）役割と責務 

 
p 5  「期待されます。」から「必要があります。」に修正 

 

資料１ 

【パブリックコメントに寄せられたご意見】 

実施期間：令和５年 12月 18日（月）～令和６年１月 16日（火） 

提出意見数：１件（１名） 

【ご意見の内容】 

「医療的ケアが必要な障がい児者を介護する家族を支援するため、重症心身障がい 

在宅支援センターみらいにおいて相談対応や家族間ネットワークづくりを行うほか、保護 

者のレスパイトに役立つ短期入所事業所等の増加を図ります。」の表現について、少し修 

正した方がよいと考えます。 

この表現の場合、みらいがレスパイトに対応できる施設を作るように読めてしまいま

す。「ネットワークづくりを行います。また、保護者の・・・」 あるいは、「相談対応や家族間

ネットワークづくりを重症心身障がい在宅支援センターみらいがおこなうほか、保護者

の・・・」という表現ではいかがでしょうか。 

。 



- 2 - 

 

【第４章 分野別施策】  

Ⅰ 安心して暮らせる社会環境づくり 

４ 情報環境の整備 

  （１）岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促 

進に関する条例の推進 

 p48 視覚障がいのある児童生徒への取組みを追加。 

今後の取組み㊱  

「視覚障がいのある児童生徒に対する支援を充実するため、岐阜盲学校

を拠点とした通級による指導体制を構築し、県内全域での支援を充実

します。」（教育関連 p67取組み⑯再掲） 

Ⅱ 社会参加と自立を進める支援の充実  

１ インクルーシブ教育システムの構築 

（２）障がいのある児童生徒のニーズへの対応 

 p68 発達障がい支援担当教員等養成研修に関する数値目標を追加。 

「幼稚園・小・中・高等学校教員を対象とした発達障がい支援 

担当教員等養成研修の受講者数 R8末目標 650人（累計）」 

５ 障がい者の芸術文化活動の充実 

障がい者芸術文化活動の取組み推進と環境の整備 

 p 86 人材の育成の取組みを追加。 

今後の取組み④ 

「障がい者の芸術文化活動に対する理解と認識を深めるため、支援 

者に対する人材育成研修を行うなど人材の育成を進めます。」 

 

【第５章 国の基本指針に即して定める「第７期障害福祉計画」】 

各共通項目 成果目標及び活動指標、サービス見込み量 

市町村からの最終報告を踏まえた数値に置き換え 

 
２ 成果目標 

（１）令和８年度の成果目標の設定 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

【県の成果目標】 

 p 136 

p 137 

保健医療計画に合わせた成果目標の修正 

入院後 3か月時点の退院率 69％ 

入院後 6か月時点の退院率 85％ 

入院後 1年時点の退院率  91％ 

 
【第６章 国の基本指針に即して定める「第３期障害児福祉計画」】 

各共通項目 成果目標及び活動指標、サービス見込み量 

市町村からの最終報告を踏まえた数値に置き換え 


